
林野火災

注意報・警報

長崎市消防局

広報担当 キューイチ君

長崎市消防局

林野火災警報

林野火災注意報

林野火災警報・注意報が発令される気象状況とは？

降水量や乾燥といった条件により林野火災が発生・延焼しやすい
注意が必要な状況のとき（１月～５月）に発令します。

林野火災注意報の条件に加えて、強風注意報が発表され、発生した
林野火災が大規模化しやすい危険な状況のときに発令します。

令和８年１月１日から運用開始

林野火災の大半がたき火や

火入れなどの人為的な要因

によるものであることから、

注意報、警報が新設されました！



長崎市消防局

予防課 ☎ 095-822-0429

中央消防署 ☎ ０９５-820-0１１9

北消防署 ☎ 095-848-0119

南消防署 ☎ ０９５-879-6119

お問い合わせ

・ 『森林の区域』 や 『火の使用制限の内容』 の詳細については、
「長崎市ウェブサイト」またはお問い合わせ先（下記参照）
にご連絡ください。

たき火を

しない
タバコを

吸わない

林野火災注意報 森林の区域における火の使用を控えるよう努める必要がある

などについて努力義務 がかかります

「森林の区域」において

たき火の

禁止
タバコの

禁止

などについて制限 がかかります（罰則あり）

林野火災警報 森林の区域における火の使用が禁止されます

林野火災注意報・警報が発令された場合は、以下のような制限等がかかります

「森林の区域」において

長崎市 林野火災 と検索し

「林野火災注意報・警報-長崎市

ウェブサイト（消防局指令課）

により確認する

発令状況の確認方法

・ 消防車による巡回広報

・ 防災行政無線（警報発令時のみ）

・ 防災アプリ「Yahoo！防災速報」

その他の確認方法

長崎市ｗebsite

このほか、
長崎消防局では

火災予防に関する
情報を公開しています
こちらもご確認ください。

・ 『火入れ（焼畑など面的に焼却する行為）』 には許可が必要です。詳しくは、
長崎市役所農林振興課【☎０９５-８２０-６５６４】 にお問い合わせください

防災アプリの
ダウンロードは
こちらから→発令状況の確認は

こちらから →


